
様式第３号（第５条関係） 

仕入額等計算書 

日高川町長 あて  

    令和  年  月  日 

住所                                      

下記の計算方法から、どちらか☑にて選択し、仕入額等の総額の比較を行ってください。 

また、算出した数字の根拠となる資料の写しが必要となる点についてご留意ください。 

仕入額等の対象は、販売商品の仕入金額、製品製造原価、その他事業に直接関係する経費である、

荷造運賃、光熱水費、消耗品費等が対象となります。 

その他仕入額等の考え方につきましては、別紙「仕入額等の考え方」を参照願います。 

□ パターン１  

令和４年４月から令和４年９月までの期間で、任意のひと月の仕入額等の総額が、 

令和３年４月から令和４年３月までのうち、最も仕入額等の総額が小さいひと月を比較し、 

その額が１万円以上。 

１．令和４年４月から令和４年９月までの任意のひと月の仕入額等の総額 

令和 ４年  月の仕入額等総額【Ａ】             円 

２．令和３年４月から令和４年３月までの最も仕入額等が少ないひと月※の仕入額等の総額 

  ※ここでは、仕入額等が無い月は比較対象外とします。 

令和  年  月の仕入額等総額【Ｂ】              円 

３．仕入額等の総額に係る差額計算 

【Ａ】－【Ｂ】＝             円【Ｃ】（10,000 円以上で支給対象となります。） 

パターン２は次のページへ  

氏名

又は

名称

（※） 

（※）法人の場合は、記名押印してください。 

法人以外でも、本人（代表者）が手書きしない場合は、 

記名押印してください。 

㊞ 



□ パターン２ 

 令和４年４月から令和４年９月までの期間で、任意のひと月の仕入額等の総額と、 

直近の確定申告書等に記載されている仕入額等の総額を１２で除した金額を比較し、 

その額が１万円以上。 

１．令和４年４月から令和４年９月までの任意のひと月の仕入額等の総額  

令和 ４年  月の仕入額等総額【Ａ】             円 

２．直近の確定申告書等に記載されている仕入額等の総額を１２で除した金額 

  ※ここでは、仕入額等が無い月は比較対象外とします。 

仕入額等総額           円 ÷ １２＝【Ｂ】        円※ 

※１円未満の端数切捨て 

３．仕入額等の総額に係る差額計算 

【Ａ】－【Ｂ】＝             円【Ｃ】（10,000 円以上で支給対象となります。）


